
雑誌･図書などのﾃﾞ-ﾀﾍﾞ-ｽ化についてのお願い

奈良先端科学技術大学院大学

附属図書館長

奈良先端科学技術大学院大学は､平成3年(1991年) 10月に設立された,情報科

学､ﾊﾞｲｵｻｲｴﾝｽ及び物質創成科学の3つの領域の最先端科学技術を研究･教育

する大学院のみの新構想大学です｡附属図書館についても紙媒体中心の従来型図書館

とは異なった最先端技術を駆使した｢電子図書館｣として平成8年4月から運用して

います｡従って,電子化資料の充実に絶えず努めています｡

つきましては,貴社(法人､学協会)が発行されている雑誌･図書などについて､

電子図書館の重要な資料として､利用(ﾃﾞ-ﾀﾍﾞ-ｽ化)させていただきたく､また

そのことで協議させていただきたくここにお願い申しあげます｡

1.ﾃﾞ-ﾀﾍﾞ-ｽ化の背景及び目的ｰ＼

本学は､情報科学研究科,ﾊﾞｲｵｻｲｴﾝｽ研究科及び物質創成科学研究科の3つの研究科から構

成され,これらの分野での高度な基礎研究を推進するとともに､大学院ﾚﾍﾞﾙでの高度な研究者､技

術者の組織的養成､及び再教育を行うことを設置目的としています｡このような最先端科学技術分野

の研究･教育を推進するためには,最新の研究情報や研究資料を取得し､これを有効に括用すること

がきわめて重要です｡本学では,図書館が効呆的に機能し､この使命を果たすことを最大の目標とし

ました｡図書館が､最新の情報を迅速･正確に提供するためには､資料の中身をｺﾝﾋﾟｭ-ﾀに蓄積

(電子化)し､ﾈｯﾄﾜ-ｸを介して提供することが,最善の方法であると考えました｡

そこで､従来型の図書館ではなく､図書館資料を電子化し蓄積して提供する｢電子図書館｣の建設

を大学の基本方針としました｡すなわち､資料の種別(図書,雑誌､音声､画像など)を間わないﾏ

ﾙﾁﾒﾃﾞｨｱに対応する｢ﾒﾃﾞｨｱｾﾝﾀ-｣､研究者が図書館に出向くことなく､利用者にもっとも

近いところ(個人ﾜ-ｸｽﾃ-ｼｮﾝ)から検索･閲覧を行う｢居ながら図書館｣,情報提供の時間が

限定されず,開館時間の概念が存在しない｢2 4時間図書館｣､という3つの柱による図書館を建設し

ました｡これにより､研究者･学生などの利用者が,いつでも､どこからでも､必要な情報を迅速に

手に入れることが可能となり､研究･教育にとって最大限の支援となっています｡

しかしながら､電子図書館としてﾌﾙに機能するためには､利用を許諾された電子化資料の充実が

不可欠です｡そこで､これは,本学が所蔵する雑誌･図書及び今後出版されるものについて貴社にそ

のﾃﾞ-ﾀべ-ｽ化の許諾をお願いするものです｡

尚､本学では､平成4年度から､研究･教育上不可欠な資料として学協会誌をはじめとﾚた雑誌･

図書などの出版物を積極的に収集しています｡
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2.ﾃﾞ-ﾀﾍﾞ-ｽ計画の概要およびﾃﾞ-ﾀﾍﾞ-ｽ化の方法

本学の電子図書館ｼｽﾃﾑは,雑誌､図書､ﾏｲｸﾛﾌｲﾙﾑ, CD-ROM､ﾋﾟﾃﾞｵ情報,ｵﾝﾗ

ｲﾝ情報など収集および作成された多様なﾒﾃﾞｨｱを､ﾒﾃﾞｲｱ変換技術により,標準的なﾌｵ-ﾏ

ｯﾄ(PDF, TI FFなど)に変換し,ﾊ-ﾄﾞﾃﾞｨｽｸなどの蓄積装置に蓄積し､図書館設置の高

精細のﾏﾙﾁﾒﾃﾞｨｱ提示装置およびｷﾔﾝﾊﾟｽ情報ﾈｯﾄﾜ-ｸに接続されているﾜ-ｸｽﾃ-ｼ

ﾖﾝ(ﾊﾟｿｺﾝ)から書誌情報､目次情報, -次情報を視聴するといったものです｡

CD-ROM及びｵﾝﾗｲﾝ情報などについてはPDFなどの既成ﾌｱｲﾙを利用することによっ

て､また雑誌､図書などの印刷物については､各ﾍﾟ-ｼﾞをｲﾒ-ｼﾞｽｷｬﾅ-で読み込むことによっ

て画像情報の入力を行っています｡それらの画像情報を目次情報､書誌情報とﾘﾝｸさせ､ﾃﾞ-ﾀﾍﾞ

-ｽ化を行っています｡それと並行して画像情報をOCRによって文字ｺ-ﾄﾞに変換し､修正を施さ

ず全文検索のための索引として使用しています｡

3.ﾃﾞ-ﾀﾍﾞ-ｽ化の範囲

論文誌､会誌,技術研究報告,大会予稿集､･各種ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ､国際会議のﾌﾟﾛｼ-ﾃﾞｨﾝｸﾞの他

に､図書やﾋﾞﾃﾞｵ資料についてもﾃﾞ-ﾀﾍﾞ-ｽ化を積極的に進めたいと考えています｡

4.利用の範囲､時期
本文や映像などの-次情報については､学内利用者(教職員,学生)のみに対して,許諾が得られ

次第利用に供します｡また､書誌情報や目次情報については､学内外に情報提供します｡

5.ﾃﾞ-ﾀに関する権利

画像ﾃﾞ-ﾀ及び文字ｺ-ﾄﾞ化ﾃﾞ-ﾀについては､ﾈｯﾄﾜ-ｸ上での使用権のみを本学では所有し

たいと考えておりますが､これに関しては貴社と協議いたします｡

6.作業経費
ﾃﾞ-ﾀﾍﾞ-ｽ化に必要な経費は本学が負担します｡必要であれi£本学で作成したﾃﾞ-ﾀを提供す

ることも可能です｡ただし,格納媒体が必要な場合はその費用は負担していただきます｡

7.その他

ﾃﾞ-ﾀﾍﾞ-ｽ化の方法､利用形態など､具体的な事項については貴社と協議させていただきたいと

思います｡
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別紙様式1

平成年月日

承諾

奈良先端科学技術大学院大学殿

が発行する下記の著作物の内容を､奈良先端科学技術大学院大学附属

図書館(以下｢電子図書館｣という)がﾃﾞ-ﾀﾍﾞ-ｽ化し､下記のとおり利用するこ

とを承諾します｡

記

1.著作物の名称

2.承諾する内容

(1)著作物の内容をﾃﾞｲｼﾞﾀﾙ化してﾊ-ﾄﾞﾃﾞｨｽｸ､磁気ﾃ-ﾌﾟなどに蓄積する

ことにより､電子図書館に必要なﾃﾞ-ﾀﾍﾞ-ｽ(以下｢電子図書館ﾃﾞ-ﾀﾍﾞ-ｽ｣

という)を作成すること｡

(2)著作物から電子図書館に必要な検索情報(書誌情報､目次情報､全文情報)を

作成し､電子図書館ﾃﾞ-ﾀﾍﾞ-ｽに蓄積することo

(3)電子図書館ﾃﾞ-ﾀﾍﾞ-ｽを検索し,学内利用者(貴大学の教職員及び学生)に

限り､本文の閲覧及び印刷をすること｡

3.その他

(1)著作物の著作権は､が保持する｡

(2) ｢承諾する内容｣ q)利用に際し不都合が生じた場合は,いつでも承諾を取り消

すことができる｡

(3)本承諾書に定めのない事項が生じた場合は､別途協議する｡
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別糸氏様式2

平成年月日

承諾

奈良先端科学技術大学院大学殿

が発行する下記の著作物の内容を､奈良先端科学技術大学院大学附属

図事館(以下｢電子図書館｣という)がﾃﾞ-ﾀﾍﾞ-ｽ化し､下記のとおり利用するこ

とを承諾します｡

記

1.著作物の名称

2.承諾する内容

(1)著作物の内容をﾃﾞｨｼﾞﾀﾙ化してﾊ-ﾄﾞﾃﾞｨｽｸ､磁気ﾃ-ﾌﾟなどに蓄積する

ことにより､電子図書館に必要なﾃﾞ-ﾀﾍﾞ-ｽ(以下｢電子図書館ﾃﾞ-ﾀﾍﾞ-ｽ｣

という)を作成すること｡

(2)著作吻から電子図書館に必要な検索情報(書誌情報,目次情報､全文情報)を

作成し,電子図書館ﾃﾞ-ﾀﾍﾞ-ｽに蓄積することo

(3)学内外の利用者が､ｲﾝﾀ-ﾈｯﾄなどの広域ﾈｯﾄﾜ-ｸを経由して､電子
図書館ﾃﾞ-ﾀﾍﾞ-ｽを検索し､本文の閲覧及び印刷をすること｡

3.その他

(1)著作物の著作権は,が保持する｡

(2) ｢承諾する内容｣の利用に際し不都合が生じた場合は､いつでも承諾を取り消
すことができる｡

(3)本承諾書に定めのない事項が生じた場合は､別途協議する｡
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講演･講義内容のﾃﾞ-ﾀﾍﾞ-ｽ化についてのお願い

奈良先端科学技術大学院大学附属図書館長

1.趣旨

先生の講演･講義内容を､研究･教育に役立てるためにﾃﾞ-ﾀﾍﾞ-ｽ化し､ﾈｯﾄﾜ-ｸを介して提

供させていただきたく,以下の内容､条件につきまして承諾いただきますようよろしくお願いします｡

2.承諾する内容

講演･講義内容(映像､音声など) (以下｢映像情報｣といいますB)をﾃﾞ-ﾀﾍﾞ-ｽ化するた当たり､

承諾していただきたい内容は以下のとおりです｡

(1)撮影について

講演･講義内容をﾋﾟﾃﾞｵｶﾒﾗで撮影すること｡

(2)ﾃﾞ-ﾀﾍﾞ-ｽ化について

○収録内容をﾃﾞｨｼﾞﾀﾙ化してﾊ-ﾄﾞﾃﾞｨｽｸ､磁気ﾃ-ﾌﾟなどに蓄積することにより､奈良先端科

学技術大学院大学附属図書館(以下｢電子図書館｣といいます｡)に必要なﾃﾞ-ﾀﾍﾞ-ｽ(以下｢電

子図書館ﾃﾞ-ﾀﾍﾞ-ｽ｣といいます｡)を作成することo

O収録内容から電子図書館に必要な検索情報(書誌情報､目次情報など)を作成し､電子図書館ﾃﾞ-

ﾀﾍﾞ-ｽに蓄積すること｡

(3)利用について

以下の利用形態のうち,どの方法を承諾していただけますか｡

①学内外の利用者が､ｲﾝﾀ-ﾈｯﾄなどの広域ﾈｯﾄﾜ-ｸを経由して､電子図書館ﾃﾞ-ﾀﾍﾞ

-ｽを検索し,映像情報を視聴すること｡

②電子図書館ﾃﾞ-ﾀﾍﾞ-ｽを検索し､学内利用者(本学の教職員及び学生(研究生,聴講生を含

む))のみが､映像情報を視聴すること｡

3.承諾の条件

(1)著作権について

映像情報の著作権は､講演･講義者が保持します｡但し､第3者の著作物の引用部分などについて

はその限りではありません｡

(2)承諾の取り消し

映像情垂艮の利用に際し不都合が生じた場合は,いつでも承諾を取り消すことができます｡

4.手続

学内外の利用者の利用を承諾される場合は別紙様式1に､学内利用者に限定した利用を承諾される

場合は別紙様式2に､ご記入願います｡

-104-



別紙様式1

平成　　年　　月　　日

承　　諾

奈良先端科学技術大学院大学　殿

住所：
所属：

氏名：

童
日

印

私が行った下記の講演・講義の内容を、奈良先端科学技術大学院大学附属図書館（以

下「電子図書館」という）がデータベース化し、下記のとおり利用することを承諾し

ます。

記

1．講演・講義の名称・日時・場所

2．承諾する内容

（1）講演・講義の内容（以下「映像情報」という）をディジタル化してハードディ

スク、磁気テープなどに蓄積することにより、電子図書館に必要なデータベース（以
下「電子図書館データベース」という）を作成すること。

（2）映像情報から電子図書館に必要な検索情報（書誌情報、目次情報など）を作成
し、電子図書館データベースに蓄積すること。

（3）学内外の利用者が、インターネットなどの広域ネットワークを経由して、電子
図書館データベースを検索し、映像情報を視聴すること。

3．その他

（1）映像情報の著作権は、講演・講義者が保持する。但し、第三者の著作物の引用
部分などについてはその限りではない。

（2）映像情報の利用に際し不都合が生じた場合は、いつでも承諾を取り消すことが
できる。

（3）本承諾書に定めのない事項が生じた場合は、別途協議する。
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別紙様式2

平成　　年　　月　　日

承　　諾

奈良先端科学技術大学院大学　殿

住所：
所属：
氏名：

丑
日

印

私が行った下記の講演・講義の内容を、奈良先端科学技術大学院大学附属図書館（以

下「電子図書館」とし＼う）がデータベース化し、下記のとおり利用することを承諾し

ます。

記

1．講演・講義の名称・日時・場所‘

2．承諾する内容

（1）講演・講義の内容（以下「映像情報」という）をディジタル化してハードディ

スク、磁気テープなどに蓄積することにより、電子図書館に必要なデータベース（以

下「電子図書館データベース」という）を作成すること。

（2）映像情報から電子図書館に必要な検索情報（書誌情報、目次情報など）を作成

し、電子図書館データベースに蓄積すること。

（3）電子図書館データベースを検索し、学内利用者（貴大学の教職員、研究員及び

学生）に限り、映像情報を視聴すること。

3．その他

（1）映像情報の著作権は、講演・講義者が保持する。但し、第三者の著作物の引用

部分などについてはその限りではない。

（2）映像情報の利用に際し不都合が生じた場合は、いつでも承諾を取り消すことが

できる。

（3）本承諾書に定めのない事項が生じた場合は、別途協議する。
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平成11年8月24日

附属図書館運営委員会

附属図書館長

吉　川　　寛

研究科長　殿

学位論文（修士論文・博士論文）のデータベース化についてのお願い

各研究科において生産される学位論文をデータベース化レ情報発信するために、下記の要件により手続し

ていただきますようにお願いします。

1．趣旨

附属図書館では、研究者・学生などの利用者が、いつでも、どこからでも、必要な情報を迅速に入手で

きる電子図書館を構築しています。そのため、データの蓄積に絶えず努めています。学外の学会誌などと

同様に学内生産物である学位論文も重点的にデータベース化してきました。

情報科学研究科、バイオサイエンス研究科に続き、今年度は物質創成科学研究科の学位論文を新たにデ

ータベース化する予定です。学位論文の内容をコンピュータに蓄積し、ネットワークを介して提供するた

めには、当該の著作者の承諾を得ることが前提となります。

このお願いは、データベース化を積極的に進めるために承諾の範囲・条件を明示し、承諾書作成及び手
続の周知を依頼するものです。

2．承諾依頼内容

学位論文をデータベース化するに当たり、著者である学生に承諾していただきたい内容は以下のとおり
です。

（1）データベース化について

○学位論文の内容をディジタル化してハードディスク、磁気テープなどに蓄積することにより、奈良先

端科学技術大学院大学附属図書館（以下「電子図書館」といいます。）に必要なデータベース（以下「電

子図書館データベース」といいます。）を作成すること。

○学位論文から電子図書館に必要な検索情報（書誌情報、目次情報など）を作成し、電子図書館データ

ベースも手書積すること。
（2）利用について

○学内外の利用者が、インターネットなどの広域ネットワークを経由して、電子図書館データベースを
検索し、本文の閲覧及び印刷をすること。

3．承諾の条件

（1）学位論文の著作権は、著作者が保持します。

（2）データベース化された学位論文の利用に際し、不都合が生じた場合は、各研究科教授会で協議した上
で、承諾を取り消すことができます。

4．手続

（1）承諾書様式（附属図書館の方で作成した承諾書案を添付）の作成あるいは作成済みの承諾書様式で

修正があれば修正をお願いします。

（2）貴研究科において承諾書をとりまとめの上、附属図書館に承諾書及び学位論文の提出をお願いします。

（3）附属図書館でデータベース化した後、学位論文を貴研究科に返却致します。
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承　　諾 重
臣≡ヨ

学生番号：

氏　　名：

平成　　年　　月　　日

印

（ 研究科）

下記の学位論文（修士論文・博士論文）の内容を、奈良先端科学技術大学院大学

附属図書館（以下ノ「電子図書館」という）においてデータベース化し、下記のとお

り利用されることを承諾致します。

記

1．学位論文　題目

2．著者名

3．承諾する内容

（1）学位論文の内容をディジタル化してハードディスク、磁気テープなどに蓄積

することにより、電子図書館に必要なデータベース（以下「電子図書館データ

ベース」という）を作成すること。

（2）学位論文から電子図書館に必要な検索情報（書誌情報、目次情報等）を作成

し、電子図書館データベースに蓄積すること。

（3）学内外の利用者が、インターネットなどの広域ネットワークを経由して、電

子図書館データベースを検索し、本文の閲覧及び印刷をすること。
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